
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）職員の平均給料月額及び平均年齢（平成３１年４月１日現在） 

 平均給料月額 平均年齢 

一般行政職 402,700 円 57.8 歳 

消防職 302,800 円 38.2 歳 

 

（１）職員数（各年４月１日現在） 

部門 区 分 
職員数 対前年 

増員数 
主な増減理由 

平成 30 年 平成 31 年 

普通会計 

部門 

消防部門 185 人 185 人 0 人 （参考：人口 10 万人当たり職員数 143 人） 

小計 185 人 185 人 0 人 

合 計 185 人 185 人 0 人 

 

消防職員の給与などの状況を公表します (平成３０年度) 

砺波地域消防組合職員の給与・定員管理などの状況を市民の皆さんにご理解いただくため、次のとおり公表します。 

（２）採用及び退職の状況 

採用（H31.4.1） 6 人 退職（平成 30 年度中） 6 人 

 

２ 職員の給与の状況 
（１）人件費（平成 30 年度普通会計決算） 

住民基本台帳人口 

（Ｈ31.4.1） 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

（参考） 

平成29年度人件費率 

129,366 人 2,271,534 千円 45,896 千円 1,507,820 千円 66.3％ 72.5％ 

（注）１ 人件費は、平成 30 年度中に支給された一般職員の給与・共済費及び正副管理者・議員等の特別職に支給された報酬等の合計です。 

２ 住民基本台帳人口は、平成 31 年 4 月 1 日現在における当消防組合を構成している砺波市、小矢部市、南砺市の合計です。 

 

（注）１「一般行政職」とは、国の行政職俸給表（一）の適用を
受ける者に相当する職員です。（以下同じ） 

２「消防職」とは、国の公安職俸給表（一）の適用を受け 
る者に相当する職員です。 

    

（４）職員の初任給及び経験年数別・学歴別平均給料月額（平成３１年４月１日現在） 

 初任給 10 年以上 15 年未満 15 年以上 20 年未満 20 年以上 25 年未満 

消防職 
大学卒 197,200 円 269,000 円 319,800 円 357,700 円 

高校卒 161,100 円 244,500 円 282,300 円 322,500 円 

 
（５）一般行政職の級別職員数（平成３１年４月１日現在） 

 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 計 

標準的な 
職務内容 

主事  主事  主任  
係長 
主査  

主幹 
次 長 
本部課長 
会計課長 

消防長 
管理者が 定

める職務  

― 

職員数 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 3 人 0 人 3 人 

構成比 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 100％ 0％ 100.0％

（注）１ 砺波地域消防組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（２）職員給与費（平成 30 年度普通会計決算） 

職員数（Ｈ30.4.1） 

Ａ 

給与費 一人当り給与費 

（Ｂ／Ａ） 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

185 人 674,963 千円 192,028 千円 271,728 千円 1,138,719 千円 6,155 千円 

（注）職員手当には退職手当を含みません。 

④時間外勤務手当   

 支給総額 職員 1 人当たり支給年額 

30 年度決算 42,234 千円 312 千円 

29 年度決算 41,285 千円 308 千円 

 

②退職手当（平成３１年４月１日現在） 

 自己都合 勧奨･定年 

勤
続
年
数 

20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

35 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

その他の加算

措置 
なし 

定年前早期退職
特例措置 
(2％～20％加算) 

※支給割合は国と同じです。 

（６）消防職の級別職員数（平成３１年４月１日現在） 

 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 計 

標準的な 
職務内容 

消防士  
消防士長 

消防副士長 
主任  

係長 

主査  

署課長 
所 長 
主 幹 
当務長 
当務司令 

署 長 

本部課長 

副署長 

分署長 

消防長 

次 長 
― 

職員数 32 人 38 人 39 人 28 人 34 人 9 人 2 人 182 人 

構成比 17.6％ 20.9％ 21.4％ 15.4％ 18.7％ 4.9％ 1.1％ 100.0％ 

 

（７）職員手当 

①期末手当・勤勉手当（平成３０年度支給割合） 

期末手当 2.60 月分 

勤勉手当 1.85 月分 

職務上の等級による加算措置あり（5～15％） 

※支給割合は国と同じです。 

⑤その他の手当（平成３１年４月１日現在） 

 内容及び支給単価 

管理職
手当 

職の区分に応じて 27,700 円～67,100 円 

扶養手当 

(1)配偶者 6,500 円 

(2)子 10,000 円 

※満16歳年度初めから満22歳年度末まで

の間にある子1人につき5,000円を加算 

(3)配偶者・子以外 

1 人につき 6,500 円 

住居手当 

借家等 12,000 円を超える家賃につい

て、その超える額に応じ 27,000

円を限度に支給 

通勤手当 

(1)交通機関利用職員 

 定期券等の価額による一括支給 

（全額支給限度額 55,000 円／月） 

(2)交通用具使用職員 

 距離段階区分に応じ 2,600 円～35,000 円 

 

（８）特別職の給料・報酬（平成３１年４月１日現在） 

区分 報酬額 

報
酬 

管理者 年額 40,000 円 

副管理者 年額 35,000 円 

監査 

委員 

識見を有する者 年額 26,000 円 

議員兼任者 年額 14,000 円 

議長 年額 30,000 円 

副議長 年額 25,000 円 

議員 年額 20,000 円 

 

③特殊勤務手当  

支給実績（30 年度決算） 5,392 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額 

（30 年度決算） 
33,284 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 

（30 年度） 
87.5％ 

手当の種類（手当数） 2 種類 

救急又は救助の出動業務手当 

 


